
○東温市中高層建築物の建築に関する指導要綱 

( 目的)  

第1条 こ の告示は、 中高層建築物の建築に伴っ て発生する生活環境に対する影響

に関する紛争の予防について必要な事項を 定めるこ と により 、 良好な近隣関係及

び生活環境を確保するこ と を 目的と する。   

( 用語の定義)  

第2条 こ の告示において使用する用語は、 建築基準法（ 昭和25年法律第201号。 以

下「 法」 と いう 。 ） 及び建築基準法施行令（ 昭和25年政令第338号） で使用する

用語の例による。   

2 こ の告示において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各号に定め

ると こ ろ による。   

( 1)  中高層建築物 第3条に規定する建築物を いう 。   

( 2)  建築主等 建築主、 設計者、 工事施工者及び工事監理者を いう 。   

( 3)  近隣関係者 中高層建築物の建築予定地の近隣住民その他の者で、 次のい

ずれかに該当する者を いう 。   

ア 中高層建築物の敷地の境界線から 10メ ート ルの範囲以内の土地若し く は建

築物を 所有し 、 又は使用する者  

イ  中高層建築物により 、 冬至日の真太陽時による午前8時から 午後4時までの

間において、 平均地盤面に日影が生じ る範囲内で、 当該中高層建築物の外壁

等から の水平距離がその高さ の2倍の範囲内の土地若し く は建築物を 所有

し 、 又は使用する者  

ウ ア又はイ に規定する土地若し く は建築物の所在する地区の区長、 その他の

当該地区住民を代表する者  

( 4)  紛争 中高層建築物の建築によっ て発生すると 予想さ れる日照、 通風又は

採光の阻害その他の生活環境に及ぼす影響に関する近隣関係者と 建築主等と の

間の争いをいう 。   

( 適用建築物)  

第3条 こ の告示は、 次表の左欄に掲げる地域に応じ て、 それぞれ同表の右欄に掲

げる建築物を建築する場合について適用する。   

( 標識の設置及び届出)  

第4条 建築主は、 中高層建築物を 建築し よう と すると き ( 計画を変更し よう と する

と き を含む。 以下同じ 。 ) は、 近隣関係者に建築計画の周知を図るため、 法第6条

第1項若し く は第6条の2第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定

による通知（ 以下「 確認申請等」 と いう 。 ） を し よう と する30日前までに、 建築

( 平成18年11月1日告示第91号)
改正 平成24年8月29日告示第108号

地域 中高層建築物

第一種中高層住居専用地域、 第二種中高層
住居専用地域、 第一種住居地域、 第二種住
居地域、 近隣商業地域( 容積率が200％以下
の地域に限る。 ) 又は準工業地域

高さ が12メ ート ルを超える建築物

近隣商業地域（ 容積率が200％を 超える地
域） 、 工業地域又は用途地域の指定のない
地域

高さ が15メ ート ルを超える建築物

商業地域 高さ が20メ ート ルを超える建築物
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予定地内の見やすい場所に、 標識( 様式第1号) を 設置するも のと する。   

2 建築主は、 前項の規定により 標識を 設置し たと き は、 速やかに設置届( 様式第2

号) を市長に提出するも のと する。   

( 紛争の防止及び解決の努力)  

第5条 建築主等は、 紛争を 未然に防止するため、 中高層建築物を 建築し よう と す

ると き は、 周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮すると と も に、 良好な近隣関

係及び生活環境を 損なわないよう に努めるも のと する。   

2 建築主等及び近隣関係者は、 紛争が生じ たと き は、 相互の立場を 尊重し 、 互譲

の精神を も っ て自主的に解決するよう に努めるも のと する。   

( 電波受信障害の改善)  

第6条 建築主等は、 中高層建築物の建築によっ て電波受信障害が生じ るおそれが

あると き は、 あら かじ め調査を 行い、 障害を 受けるこ と と なる受信設備の所有者

又は使用者と 障害の改善について協議するも のと する。   

2 建築主等は、 電波受信障害が生じ たと き は、 速やかに障害の範囲の調査を 行

い、 共同受信設備の設置その他の障害の改善に必要な措置を 取るも のと する。   

( 適用の除外)  

第7条 こ の告示は、 次に掲げる建築物については、 適用し ないこ と ができ る。   

( 1)  法第85条に規定する仮設建築物  

( 2)  第4条第2項の規定による届出がなさ れている建築物であっ て、 当該建築物

が増築、 改築又は移転をする場合において、 第2条第2項第3号イ に規定する範

囲が、 前回の届出に係る当該範囲と 比較し て広く なら ないも の  

( 3)  建築主等の申出により 、 広大な敷地を 有し 、 中高層建築物の建築によっ て

周辺の生活環境に影響を生じ ないと 市長が認める建築物  

( 4)  こ の告示以外の方法により 紛争の予防及び調整が行われていると 市長が認

める建築物  

( 5)  前各号に掲げるも ののほか、 こ の告示によるこ と が適当でないと 市長が認

める建築物  

( その他)  

第8条 こ の告示に定めるも ののほか必要な事項は、 別に定める。   

附 則  

( 施行期日)  

1 こ の告示は、 平成19年4月1日から 施行する。   

( 経過措置)  

2 こ の告示の規定は、 こ の告示施行の際、 現に建築中の建築物及び建築確認を受

理し ている建築物については、 適用し ない。   

附 則( 平成24年8月29日告示第108号)   

こ の告示は、 平成24年8月29日から 施行する。   

様式第1号( 第4条関係)  
中高層建築物建築計画概要標識  

[ 別紙参照]  

様式第2号( 第4条関係)  
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中高層建築物標識設置届  

[ 別紙参照]  
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様式第1号(第4条関係) 

中高層建築物建築計画概要標識 

建 築 場 所 東温市 

建 築 物 名 称   

建 物 用 途   

工 事 種 別   敷 地 面 積 ㎡ 

建 築 物 構 造   建 築 面 積 ㎡ 

高 さ m 延 床 面 積 ㎡ 

階 数 地上    階 ・ 地下    階 

建 築 主 
住所 

氏名・名称 

設 計 者 
住所                電話(  )  ― 

氏名・名称 

工 事 監 理 者 
住所                電話(  )  ― 

氏名・名称 

工 事 施 工 者 
住所                電話(  )  ― 

氏名・名称 

工事着工予定       年  月  日 

標 識 設 置 日       年  月  日 

備 考   

この標識は、東温市中高層建築物の建築に関する指導要綱第4条第1項の規定に基づき設

置したものです。 

 

問い合わせ連絡先 住所 

氏名             電話(  )  ― 

(注) 

1 大きさは、ヨコ75cm×タテ90cm以上とすること。 

2 標識は、風雨等などにより破損又は倒壊しない材料及び構造で設置すること。 

3 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 



様式第2号(第4条関係) 

中高層建築物標識設置届 

  年  月  日 

（宛先）東温市長 

(建築主)住所            

氏名          ㊞ 

電話番号          

東温市中高層建築物の建築に関する指導要綱第4条第2項に基づき、次のとおり届け出ま

す。 

  標識設置日 年  月  日 

建 築 物 の 名 称   

代 理 者 資 格 

住 所 氏 名 

建 築 士 事 務 所 

(  )建築士(  )登録第  号   電話(  )  ― 

(  )建築士事務所(  )登録第  号 

設 計 者 資 格 

住 所 氏 名 

建 築 士 事 務 所 

(  )建築士(  )登録第  号   電話(  )  ― 

(  )建築士事務所(  )登録第  号 

工事監理者資格 

住 所 氏 名 

建 築 士 事 務 所 

(  )建築士(  )登録第  号   電話(  )  ― 

(  )建築士事務所(  )登録第  号 

工事施工者資格 

住 所 氏 名 

建設業の許可(  )第  号   電話(  )  ― 

 

建 築 場 所 東温市 

工 事 着 工 予 定       年  月  日 

建 築

物 の

概 要 

用途地域   高 さ m 

防火地域 指定なし 階 数 地上  階・地下  階 

そ の 他   構 造 種 別   

主要用途   工 事 種 別   

  届出部分 その他の部分 合 計   

敷 地 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 敷地面積との比 

建 築 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ ＊建ぺい率     ％ 

延 べ 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ ＊容 積 率     ％ 

備 考   

(注) 

1 ＊欄は、記入しないこと。 

2 建築主が法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名を記入すること。 

3 必要添付図書は、下記による。 

(1)付近見取り図、(2)配置図、(3)各階平面図、(4)立面(2面以上)、(5)断面図(2面以上)、

(6)日影図、(7)標識設置の写真(遠景、近景を2枚)、(8)誓約書(様式別紙) 

4 上記のほか、副本を1部提出すること。 



様式第2号別紙 

 

誓 約 書 

 

  年  月  日 

 

（宛先）東温市長 

 

建築主 住所            

 

氏名          ㊞ 

 

設計者 住所            

 

氏名          ㊞ 

 

工事監理者 住所            

 

氏名          ㊞ 

 

工事施工者 住所            

 

氏名          ㊞ 

 

下記の建築物を建築するにあたりましては、近隣関係者との間に紛争が生じないように

努めるとともに、紛争が生じた場合は、誠意を持ってその解決にあたることを、誓約しま

す。 

 

建 築 場 所 東温市              

 

建築物概要 主要用途             

 

構造種別             

 

階数   地上  階・地下  階 

 

高さ       m       


